
溶接ヒュームが新たに特化物として規制されます
◉法律の概要
　今回の改正では塩基性酸化マンガンを第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、作業環境測定および特殊健診が義務
付けられます。また溶接ヒュームを独立した第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、特殊健診等が義務付けられます。
（作業環境測定は対象となりません）　これにより、これまでの【マンガン及びその化合物（塩基性マンガン除く）】から
【マンガン及びその化合物】へ変更となり、管理濃度は0.2㎎/m3から0.05㎎/m3へ引き下げられます。
また溶接ヒュームは個人に装着したサンプラーを用いてマンガン濃度を測定し換気の改善やマスクの選定を行うこと、および
マスクのフィッティングを確認することが義務づけられます。

◉溶接ヒュームの測定とフィットテスト
　溶接ヒュームの濃度測定は、作業を行う労働者個人にサンプラーを装着して測定する手法です。測定は作業環境測定士等、
十分な知識を有した方が実施する必要があります。またその測定結果をもちいて、換気設備の運用改善、適切なマスクの
選定等を行います。併せてマスクが正しく装着できているかの確認を行うフィットテストが義務化されます。
ここでは、サンプリング及びマスクのフィッティングの確認にご利用いただける製品をご紹介いたします。

◉溶接ヒュームの特化物への規制～必要な措置の流れ～
①全体換気の実施

②溶接ヒュームの濃度測定を行い、定結果に応じて、
　必要な呼吸用保護具を選定し、労働者に使用させる

③換気装置の風量の増加、その他必要な措置

⑤測定結果に応じ、必要な呼吸用保護具を選定し、
　労働者に使用させる

⑥（面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合）
　1年以内毎に1回、フィットテスト等を実施

PM4個人サンプラーセット 労研式マスクフィッティングテスターMT-05U型

溶接ヒューム
の捕集に マスクの選定や

装着の確認に

④再度、溶接ヒューム濃度測定

今回の改正で、マンガンの捕集方法がこれまでのろ過捕集法から
「測定基準第2条第2項の規定の要件に該当する分粒装置」に変更に
なりました。PM4個人サンプラーセットは、吸引流量2.5L/minで吸
引した場合、この分粒特性を確保できるNWPS-254型が付属され
たセットです。労働者への装着ができるソフトケースや吸引ポンプ
が標準付属しています。ろ紙に捕集後、マンガン分析を実施してく
ださい。

これまでも労働の現場で活用されてきたマスクフィッティングテス
ターは、日々の装着チェックを行うフィットチェックがメインでした
が、近年、『フィットテスト』という概念が広まりつつあります。
『フィットテスト』とは、個人個人の顔にあったマスクを選定する際
に行うテストで、マスクを装着したうえで、複数の決められた動作
を行い、マスクの漏れを確認することで、適したマスクの種類やサ
イズの選定を行うことです。マスクフィッティングテスターMT-05
Uは、フィットテストモードが搭載されており、定量的なフィットテ
ストが可能な装置です。
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出展：
令和2年3月30日　厚労省 ～溶接ヒュームと塩基性酸化マンガンを特定化学物質として規制します～ 　  
令和2年4月22日　厚労省基発0422 第4号 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200424K0010.pdf 

令和2年7月31日　
厚労省 ～溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用などについて規定～

　
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

今回の改正では塩基性酸化マンガンを第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、作業環境測定および特殊健診が義務
付けられます。また溶接ヒュームを独立した第2類特定化学物質に追加し作業主任者の選任、特殊健診等が義務付けられます。
（作業環境測定は対象となりません）　これにより、これまでの【マンガン及びその化合物（塩基性マンガン除く）】から
【マンガン及びその化合物】へ変更となり、管理濃度は0.2㎎/m3から0.05㎎/m3へ引き下げられます。
また溶接ヒュームは個人に装着したサンプラーを用いてマンガン濃度を測定し換気の改善やマスクの選定を行うこと、および
マスクのフィッティングを確認することが義務づけられます。
◉溶接ヒュームの特化物への規制～必要な措置の流れ～
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